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田呑還都と錮要との恥ぃ
①奈良末期のく1 >天皇は．仏教塾力を政治ヵも排陪しつつ、律令政治の
再建をは力‘った。ついで即位した <2. >天皇(781 1\, 806)も和方針を引き
継ぎ（3. 海（11-. ）国の (S. )に遷都した。

(1)光仁天皇の次に阿位した天皇戸 ( (2)(1) は咤坪t•こに都を移した力‘? ( } 

＠し力‘し、その翌年に恥造営を主専した <6. >九｀暗殺されると，
その首謀者とされた皇太子の <7. >は麻誌子淡路へ流され、如
途中で断食して死去した。その後、 2天皇は 7の怨堡に悩まされる均こなり、
(8. )年、 <9. >這識で (10. )に遵都し瓦

直麟疇這都した都は？ ( ); 
(.2) (I)への遷都は何年？ ( 

®啄坪、蝦夷出身の郡司くI I. >が (b. )城を襲撃し、
諷とな平。<l3. >天皇は．守7年に<l+ >を
(l!>. )に任命し紅E計軍き派遣した。 1琴底（16. ) J 1I 沿いに

すすめ、 802年には (l7. )城這き蝦知賄素<18. 泣
疇させた。

屑7年に畔裏大将軍となった人物は？ ( } 
似l)を任命したのは？ ( 
(3)(1)が約2年に菩知た団要要支配の拠点とした城1ょ？ ( ) 

@80芸には17の北方に (Iq )城‘を加、要北経営の前進拠点とした。
これにともない、 (l!l. )城‘にあ表（20. ）は 17に移された。その後
811年には雌峨‘天皇が 1恥く21. >を任命し蝦知討哀。
訊疇知（四 ）とよばれ、各地に稔住させられた。

(l)胆沢城に移された蝦要支配の認噸所は？ ( } 
(2)(1) は最初と•こに置ヵれたか？ ( 



( (lo. )遠都を機に山背国は(.23. )国に改められた。この
(24-. )と (2b'. )の二大事業は民衆の疲弊をまね＼＼

た。そこでく2. >天皇は、 80控F25と泣の二丈政案［％ ］に

ついて中止を主張した<.27. >と継続を主張し~<28. > 
に（刃 ）をおこなわせ、 27の主張を採用し、二丈事業を中止し瓦

回平要初期の政治改革①
①国司の交替叫索新任国司は事務引き継ぎが完了したことを栞す（幻． ) 

を前任国司厨度した。この30がないと前任·国司 Iぉ新しぃ職につけな力‘森釆ぬ

30をめぐる不恥争いが為発した。そこで <31. >天皇寸、（32. ) 
という (33. )を表置して国司の交替を厳しく民リ締ま慕。
.x33 ：令に規定の砂官職••大納言を福佐蕊（弥． ）や（as. ）知

(I)令外官の 1つで：国司の交替直叫務汚続きを厳し＜監督吐碑賠‘

ご）を設置したのはっ { } 
＠軍事面では、唐の衰退なとで東アジアの繋張が緩和したことを受けて．（as. 海
に東北ゃ如厄豫ぃて（打 ）・兵士を廃止し、力‘わりに (38. )の子弟

や有力胄民の志願iによる少殺精鋭(f)(刃． ）を採用することにした。

(1) r-,q.2年桓武史隻が採用した少数精鋭の兵士のことを？ ( ) 
くか1.:::;

®ほガにも (40. )の 8散を 60日註‘ら（付 ）日に半減し、公出挙の利
率を 5害Iばら（ね． ）に引き下げ、‘班田を（侶 ）年に 1 回［#. ] 

に改がるなと農民の負担を軽減した。このように＜佑． ＞天皇叶輝
担の見直しなと•によって律令体制左立て直そうとした。
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国平宅初期の政治改革®兄 血6---809 弟 位知羹
①積極的な政治改革の方針Iょく1. >天皇・ぐ2. >天皇にも
引き維がれた。 (3. )年、く1. >上皇とその寵産を受けていた (4 )家(/)

ちそ

く!i. >と妹の <6. >が、上皇の重詐と (7 )寮還都を

ねらよて反乱をおこした。

｀天皇厄這にな泰のは？ ( } 
(2)(l)の次に辻にな来のは？ ( 
(3) (I)の寵受を受けた兄妹1~? ( ) 

( <2 >天皇逗速1吋兵を出して5を殺害し、 6を自殺させた。この
(8. )(= ]違、天皇側の機密保待の年の

径所である(q )を設置し、く2 >天皇.i:(lo. )家(/)
<11. >ｷ <12 >を 9成官で続 (13. )に任じrこ．
8 を機に藤原（111-. )家鐸落し以後 (I~. )家が発展した。

(1)81頃に起き即前天皇の復権を企てた事件い ( } 
叫）の府に言置された天皇側の機密保特のための伶所は？（
(3) (2)の長官の名称とそれに最初に任命された藤原北家謡の人物は？

長官：（ ) 人物：（ } 
（午）（3）を設け・任じた天皇（ょ？ ( 

®また <2. >天皇は平宅京内の警察にあ記~(16. )と＼＼
這たな (17. )を置疇。 16はのちに裁判も行うようになリ、翫続治を

記重知識とな泰。

叫c祢めにおガ益、宦翫警察裁判業務を行某官職砂（ ) 

＠律令を補足·修正する法令を（（8. ）．腔布麟ll を(lq. )といい、それらを整
理したものに <2. >天皇に姦5 『20. 』.<11. >天皇に
謬ら 』．く23. >~這嘉fi'%. 』の蔀格式
滋啜。 18は三代の格讀麟伝 』力̀ :191糾『26. 』が現存
している。 26を中心となって編纂しもかすく27. >で 927年,~完成‘。



（（）瑳揺天皇が分類•整理させた格式'9ぷ？
(2)延喜裕式‘が編幕されたときの冠厄？
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®琴、まちまちにも‘って＼＼~(28. )の解釈を統一するため 833年には、令

の解釈を公式にまとめた『刃． 』が <30. >らによヱ緯まれ、 9c
後半には、 <31. >が為くの注釈を賃麟私罪注釈書訊~. 』
を編暮した。

回C/cの土地制限
①qCになさと雁•言周が女性に課されなヵ‘ったのを利用しで男子がせ子と＼＼つわる

(33 )が目立っょうにな慕。こうした実I青は、 91専 Iてく％ ＞天皇こ
喪出された、く3S. >の 36. Jにも指摘和かる。

®禰ゃ調な虚洛諏が難しくなリ、政府は財漁の確保のため直接田んぼを経

営するように醤。そんな餡會首には大宰府管内に誤置された (37. ）（脳洒）
ゃ絲内に證置され~ (38. ) (87叩藷管匂が所有国（刃 ）が
ぁ果。

®誌、国だけではなく天皇にも公贄で胴墾された（約． ）皇族にも天

皇応与えられた (+I )があり、それぞれ独自の財源とさmた。

®9c後半になると、天皇と袈延な胴係にある少数の皇族ゃ号族（ま

（位 ）と呼ばれその立場を利用し、タタくのエ珀を所有した。
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